
　ふるさと射水応援寄附条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

　　令和６年３月１９日 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第  ２  号  

　　　ふるさと射水応援寄附条例の一部を改正する条例  

　ふるさと射水応援寄附条例（平成２０年射水市条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。  

　第１条中「及び」を「並びに」に改め、「拠点がある」の次に「法人及び」

を加える。  

　第２条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。  

　(10)　地域再生法（平成１７年法律第２４号）第１３条の２のまち・ひと・し

ごと創生寄附活用事業  

　　　附　則  

　この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 


